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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 8日 (2006.9.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 殺 虫 剤 と し て 有 効 な 量 の 殺 虫 性 （ テ ト ラ ヒ ド ロ -３ -フ ラ ニ ル ） メ チ ル ア ミ ン 誘 導 体 を 、
前 記 殺 虫 剤 と し て 有 効 な 量 を 溶 解 す る の に 有 効 な 量 の 、 水 並 び に フ ェ ニ ル メ タ ノ ー ル 又 は
エ タ ノ ー ル 及 び 乳 酸 エ チ ル の 組 み 合 わ せ を 含 む 溶 媒 成 分 中 に 溶 解 す る こ と に よ っ て 処 方 さ
れ る 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 殺 虫 性 誘 導 体 が ジ ノ テ フ ラ ン で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 溶 媒 成 分 が フ ェ ニ ル メ タ ノ ー ル を 含 む 、 請 求 項 ２ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 溶 媒 成 分 が エ タ ノ ー ル 及 び 乳 酸 エ チ ル を 含 む 、 請 求 項 ２ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 殺 虫 性 誘 導 体 が 処 方 物 中 に 溶 解 さ れ て 約 ８ ～ 20％ の 濃 度 と な る 、 請 求 項 １ 記 載 の 殺
虫 剤 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 殺 虫 性 誘 導 体 が 処 方 物 中 に 溶 解 さ れ て 約 ８ ～ 20％ の 濃 度 と な る 、 請 求 項 ３ 記 載 の 殺
虫 剤 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 殺 虫 性 誘 導 体 が 処 方 物 中 に 溶 解 さ れ て 約 ８ ～ 20％ の 濃 度 と な る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 殺
虫 剤 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 殺 虫 性 誘 導 体 が 処 方 物 中 に 溶 解 さ れ て 約 ８ ～ 14％ の 濃 度 と な る 、 請 求 項 １ 記 載 の 殺
虫 剤 。
【 請 求 項 ９ 】
　 乳 酸 エ チ ル の 濃 度 が 約 ５ ～ 20％ で あ り 、 か つ 、 エ タ ノ ー ル の 濃 度 が 約 30～ 45％ で あ る 、



請 求 項 ４ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 乳 酸 エ チ ル の 濃 度 が 約 ７ ～ 15％ で あ り 、 か つ 、 エ タ ノ ー ル の 濃 度 が 約 30～ 45％ で あ る 、
請 求 項 ４ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 乳 酸 エ チ ル の 濃 度 が 約 ５ ～ 20％ で あ り 、 か つ 、 エ タ ノ ー ル の 濃 度 が 約 30～ 45％ で あ る 、
請 求 項 ５ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 乳 酸 エ チ ル の 濃 度 が 約 ５ ～ 20％ で あ り 、 か つ 、 エ タ ノ ー ル の 濃 度 が 約 30～ 45％ で あ る 、
請 求 項 ６ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 処 方 物 が イ ヌ 又 は ネ コ に 対 し て 刺 激 性 が な く 、 か つ 、 20ml未 満 の 適 用 で ネ コ の ノ ミ
を 殺 す の に 有 効 で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 処 方 物 が イ ヌ 又 は ネ コ に 対 し て 刺 激 性 が な く 、 か つ 、 20ml未 満 の 適 用 で ネ コ の ノ ミ
を 殺 す の に 有 効 で あ る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 処 方 物 が イ ヌ 又 は ネ コ に 対 し て 刺 激 性 が な く 、 か つ 、 20ml未 満 の 適 用 で ネ コ の ノ ミ
を 殺 す の に 有 効 で あ る 、 請 求 項 ３ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 処 方 物 が イ ヌ 又 は ネ コ に 対 し て 刺 激 性 が な く 、 か つ 、 20ml未 満 の 適 用 で ネ コ の ノ ミ
を 殺 す の に 有 効 で あ る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 殺 虫 剤 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 水 並 び に フ ェ ニ ル メ タ ノ ー ル 又 は 乳 酸 エ チ ル 及 び エ タ ノ ー ル を 含 む 溶 媒 混 合 物 に ジ ノ テ
フ ラ ン を 溶 解 し 、 殺 虫 剤 と し て 有 効 な 量 の 前 記 溶 液 を 動 物 に 適 用 す る こ と を 含 む 、 動 物 に
お け る 虫 の 繁 殖 を 制 御 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 動 物 が ネ コ 又 は イ ヌ で あ る 、 請 求 項 17記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 虫 が ノ ミ で あ る 、 請 求 項 18記 載 の 方 法 。
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